
施17

番
号

頁 回答

1 特記仕様書
　自社製作可とします。但し、受注者都合による
ものとし、設計変更の対象としません。

2 　既設流用とします。

3

　上福原マンホールポンプ場は中継ポンプ場敷地
内にあり、工事車両の駐車スペースを確保できる
ことから、通行止めを想定していませんが、契約
後、要否について協議することとします。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号

工事名 上福原マンホールポンプ場電気設備改築工事

質問内容

仮設ポンプ制御盤のリースですが、
仮設ポンプ盤を自社で製作して使用
することはよろしいでしょうか。

動力、電灯配電盤からのポンプ制御
盤までの配線は既設流用でよろしい
でしょうか。

作業中は川側の道路の通行止めが必
要と思われますがいかがでしょう
か。


